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別紙１（第5条関係）          

 

用語の定義 

 

(1) 「指定開始日」とは、条例に定める指定期間の開始日のことをいう。 

(2) 「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをい

う。 

(3) 「仕様書」とは、豪商のまち松阪観光交流センター・旧長谷川治郎兵衛家・旧小津清

左衛門家・原田二郎旧宅指定管理者募集要項に示された本業務に係る仕様書のことをい

う。 

(4) 「自主事業」とは、豪商のまち松阪観光交流センター・旧長谷川治郎兵衛家・旧小津

清左衛門家・原田二郎旧宅の管理に関する基本協定書に規定した本業務以外の業務で、

乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。 

(5) 「提案書等」とは、豪商のまち松阪観光交流センター・旧長谷川治郎兵衛家・旧小津

清左衛門家・原田二郎旧宅の指定管理者の公募にあたり、乙が提出した業務提案書、及

び毎年度提出される事業計画書のことをいう。 

(6) 「年度協定」とは、本協定に基づき、甲と乙が指定期間中に毎年締結する協定のこと

をいう。 

(7) 「不可抗力」とは、天災（地震、津波、落雷、暴風大雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊

等）、人災（戦争、テロ、暴動等）、法令変更、及びその他甲及び乙の責めに帰すこと

のできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとす

る。 

(8) 「法令」とは、すべての法律、法規、条例及び正規の手続きを経て公布された行政機

関の規程を言う。 

(9) 「募集要項」とは、豪商のまち松阪観光交流センター・旧長谷川治郎兵衛家・旧小津

清左衛門家・原田二郎旧宅指定管理者募集要項のことをいう。 

(10) 「募集要項等」とは、募集要項本体、募集要項添付資料（仕様書を含む。）、及び

それらに係る質問回答のことをいう。 

(11) 「利用料金」とは、入館料や貸館の使用料など管理施設の利用の対価として乙に支

払われる施設利用料のことをいう。 


